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平成 30 年度 橋本市公共下水道事業特別会計予算 

 

平成 30 年度橋本市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,944,295 千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、500,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を

除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用 

 

平成 30 年 2 月 13 日 提出 

橋本市長  平 木 哲 朗 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項

歳 入

金      額

（単位：千円）

分 担 金 及 び 負 担 金1 14,600

1 負 担 金 14,600

使 用 料 及 び 手 数 料2 573,300

1 使 用 料 573,285

2 手 数 料 15

国 庫 支 出 金3 47,500

1 国 庫 負 担 金 47,500

県 支 出 金4 2,825

1 県 補 助 金 2,825

財 産 収 入5 1

1 財 産 運 用 収 入 1

繰 入 金6 944,916

1 繰 入 金 944,915

2 基 金 繰 入 金 1

繰 越 金7 1

1 繰 越 金 1

諸 収 入8 1,252

1 雑 入 1,252

市 債9 359,900

1 市 債 359,900

歳          入          合          計 1,944,295
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款 項

歳 出

金      額

（単位：千円）

下 水 道 事 業 費1 996,399

1 下 水 道 費 996,399

公 債 費2 946,896

1 公 債 費 946,896

予 備 費3 1,000

1 予 備 費 1,000

歳          出          合          計 1,944,295



事　　　　項 期　　間 限　度　額

排 水 設 備 工 事 に 係 る 利 子 補 給 平成30年度～平成34年度
当該利子補給対象融資額
に対する３％相当額利息

第２表　債務負担行為
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起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円

下 水 道 事 業 359,900 5.0％ 以内

第３表　地方債

借入先の融通条
件による。
ただし、市財政の
都合により据置期
間及び償還期限
を短縮もしくは繰
上償還又は低利
に借換えることが
できる。

証書借入
又　　は

証券発行
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